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 今年度も２⽉上旬から３⽉中旬まで、各地区公⺠館等を巡回して申告受付を実施します。
 なお、⽇程については振興会を通じての回覧や肝付町ホームページ等にて別途お知らせします。

住民税・国保税等の申告について

申告は便利なｅ－Ｔａｘで
 所得税の確定申告は、便利でスピーディーなｅー
Ｔａｘ（電⼦申告）をご利⽤ください。添付書類の
提出省略や還付⾦が早く受け取れる特典もあります。
 国税庁のホームページでは、ｅ−Ｔａｘだけでな
く、書⾯提出⽤の書類の作成や収⽀内訳書（⻘⾊申
告決算書）も作成でき、税額も⾃動計算しますので
便利で安⼼です。
 詳細は国税庁ホームページ「www.nta.go.jp」へ

 農業や事業等を経営されている⽅は、売上伝票や領収書
等を整理・集計の上、収⽀計算書を作成してください。書
き⽅が分からない⽅は、領収書を項⽬（種類）毎に集計し、
ご来場ください。（申告会場にて記載⽅法を指導します。）
 なお、書類の不備や整理がされていない場合は受付でき
ません。
 申告当⽇、慌てないように事前に準備しておきましょう。

収支計算書は必ず記載の上ご来場下さい

 税務課や町⺠⽣活課窓⼝に来庁し、申告をする⽅がいますが、窓⼝での申告受付は混雑し⻑時間待たせるだけで
なく、申告以外の他のお客様の迷惑にもなります。
 決められた⽇に都合の悪い場合は、申告予備⽇をご利⽤ください。（申告受付は休⽇も設定しています。）
 また、申告受付開始前は、課税資料整理のため受付できません。

申告は決められた日に

申告当日に必要なもの
①記入済みの「受付票（収支計算書）」
 １⽉中旬頃に振興会を通じて配布します。
 なお、収⽀計算書は農業⽤に作成していますので、農業以外の所得のある場合は、国税局作成の「収⽀内訳書（⼀
般⽤、不動産所得⽤）」をご利⽤ください。（⽤紙は、役場税務課、町⺠⽣活課、⿅屋税務署窓⼝もしくは国税庁ホー
ムページからダウンロードできます。）

②帳簿、売上伝票や領収書等
 職員が申告会場にて、収⽀計算書と照らし合わせて確認しますので、整理の上ご持参ください。
 ⾁⽤⽜売却証明書免も忘れずにご持参ください。
 所得税法の改正により、事業を営む全ての⽅（所得税の申告が必要ない⽅も含む。）は、記帳・帳簿等の保存が
義務付けられています。また⾃家消費だけの⽶を作付している⽅も、記帳・帳簿等の保存対象になります！

③補助金や交付金の決定通知書
 経営所得安定対策交付⾦等は、農業の雑収⼊に該当し申告が必要です。

④源泉徴収票
 給与や公的年⾦の⽀払いを受けている⽅は、⽀払者から１⽉末⽇までに送付されます。

⑤控除証明書
 国⺠年⾦保険料や⽣命保険料、地震保険料等の⽀払証明書
 医療費控除については、保険⾦等で補てんされる⾦額は差し引くことになります。⾦額が確定していない場合は、
保険⾦額が確定してから申告してください。

⑥通帳
 所得税の確定申告の際、還付⾦の振込みに必要となります。

⑦マイナンバーカード又は個人番号通知カード及び運転免許証、健康保険証等
 所得税の確定申告書提出の際は、マイナンバーの記載と確認書類の提⽰⼜は写しの添付が必要となります。

⑧その他
 各種証明書やその他個⼈で申告に必要な物。（個々に必要書類が異なります。）
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